
川西町地域公共交通

タクシー利用助成券の利用案内

３．タクシー料金の精算

❶ 乗務員にチケットを冊子ごとわたす
   ➡乗務員がチケットを切り取ります

❷ タクシー料金（運賃）とチケット（500円）
 　の差額を乗務員に支払う。
　 ➡使用できるチケットは１乗車につき１枚

❸ チケットの冊子を受け取る

令和７年４月

川西町総合政策課

●● ●●

母子手帳発行日
から２年間有効

利用対象者のみ
が利用できます

精算前に署名して
おいてください

１乗車につき１枚
（500円分）使用

妊
 
婦

チケットを紛失しても再交付はできません



１．タクシーに乗車

• 事前に使用するチケットに署名しておいてく

ださい（裏面「乗務員記入欄」には記入しない）。

• チケットは切り離さないでください。

• 乗車時（もしくは配車予約時）にチケットを使

用する旨を伝えてください。

▶ 助成券を利用できる事業者

上記以外の事業者では利用できません

２．タクシーで移動

次の移動でのみ利用できます

• 川西町を出発地（乗る場所）とする移動

• 川西町を到着地（降りる場所）とする移動

乗る場所 降りる場所 可　否

川西町 川西町 〇

川西町 町　外 〇

町　外 川西町 〇

町　外 町　外 ×

※町外から町外への乗車では助成券を利用することはできません

• 助成券の表紙に氏名が記載されている人が対
象者です（➡赤ちゃんのお母さん）

• 対象者以外の人が助成券を利用することはで
きません（例：赤ちゃんとそのお父さんのみでは利

用できません）。
• 対象者が乗車していれば、
　 同乗者がいても利用対象
   となります。

▶ 助成券を利用できる人（対象者）


